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報告第３号 

 

 

専決処分した事件の承認について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、上越市市税条例

等の一部改正について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し承認

を求める。 

 

 

  令和４年６月７日提出 

 

 

                          上越市長  中 川 幹 太   
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専決第１０号 

上越市市税条例等の一部改正に関する専決処分書 

上越市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和４年３月３１日専決 

                          上越市長  中 川 幹 太 

 

上越市市税条例等の一部を改正する条例 

（上越市市税条例の一部改正） 

第１条 上越市市税条例（昭和４６年上越市条例第７７号）の一部を次のように改正する。 

第２４条の２第１項第５号中「（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政

令第１５５号）附則第１３条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正

前の所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含む。）」

を削る。 

第８２条の２第１項中「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規定によ

る措置を講じたものを含む。）」を加える。 

第８２条の３第１項中「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置を講

じたものを含む。）」を加える。 

附則第８条の２第２項中「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第２６項

第１号イ」に改め、同条第３項中「附則第１５条第２７項第１号ロ」を「附則第１５条第

２６項第１号ロ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２７項第１号ハ」を「附則第 

１５条第２６項第１号ハ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を

「附則第１５条第２６項第１号ニ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２７項第２号

イ」を「附則第１５条第２６項第２号イ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２７項

第２号ロ」を「附則第１５条第２６項第２号ロ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第

２７項第２号ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第９項中「附則第 

１５条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に改め、同条第１０項中

「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条第２６項第３号ロ」に改め、同条第

１１項中「附則第１５条第２７項第３号ハ」を「附則第１５条第２６項第３号ハ」に改め、

同条第１２項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改める。 

附則第８条の３第８項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、「熱

損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を
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「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１０項中「特定熱損失防止改修住宅」を「特定

熱損失防止改修等住宅」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改

修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

附則第１０条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の固定

資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

 （上越市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 上越市市税条例等の一部を改正する条例（令和３年上越市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

第２条のうち、改正規定の本文中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第 

６２項」に、「同条第６０項」を「同条第６２項」に、「第３２１条の８第６９項」を

「第３２１条の８第７１項」に改める。 

（上越市都市計画税条例の一部改正） 

第３条 上越市都市計画税条例（昭和５１年上越市条例第３１号）の一部を次のように改正

する。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」

に改める。 

附則第４項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税に

あっては、１００分の２．５）」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の上越市市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和

４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

３ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部を改

正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

４ 第３条の規定による改正後の上越市都市計画税条例の規定は、令和４年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税については、なお従前の例
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による。 


